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基準１１． 社会的責務 

１１－１．社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされてい

ること。 
（１） 事実の説明（現状） 
《１１－１の視点》 

１１－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 

・教員及び事務職員の統括倫理規程としては、「大同学園就業規則」第４２条に服務心得

及び第４３条に服務規律が規定されている。 

・個人情報保護に関する倫理規程については、「大同学園個人情報保護規程」第３条に管

理責務、第５条に取得の原則、第６条に利用の制限及び第７条に第三者提供の制限を規

定している。 

・セクシユアル・ハラスメントについては、「大同工業大学セクシユアル・ハラスメント

の防止等に関する規程」に所属長の責任、職員と学生の責任及び防止・対策委員会等を

規定し、更に、補則として苦情相談に対応する人並びに教員、事務職員及び学生の各自

が認識すべき事項の指針を定め、防止に努めている。 

・アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントについての規程は、未整備である

が、教員及び事務職員規程の「大同学園就業規則」第４２条及び第４３条で一般的服務

規律として規定している。 

・学外との研究交流に関する大学としての精神を「産学交流倫理基準」に制定している。 

 

《１１－１の視点》 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 

・服務及び心得、規律に違反した場合等については、「大同学園就業規則」第６９条に理

事長の判断のもと制裁を行うことを規定し、制裁委員会で審議している。 

・セクシユアル・ハラスメントについては、大学に相談窓口の設置、相談員の配置等を規

定し、副学長が中心となり、セクシユアル・ハラスメント問題の早期発見や防止に心掛

けている。 

・個人情報保護については、開示等請求様式を定めて情報管理に努め、個人情報保護委員

会を置き、個人情報保護に関する重要事項を審議している。また、学生及び父母全員か

ら「個人情報の取扱いに関する同意書」を取り学内での個人情報の適正な運用管理を図

っている。 

・研究倫理についての規程は制定されていないが、研究費使用については研究支援センタ

ーで管理し、不正防止に努めている。 

 

（２） １１－１の自己評価 
・大学としての組織倫理に関する規程は、必要に応じて制定され、適切に運営されている

と評価するが、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び研究倫理に対

する規程制定に遅れがある。 
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（３） １１－１の改善・向上方策（将来計画） 
・現状のセクシュアル・ハラスメントの規程に加え、アカデミック・ハラスメント及びパ

ワー・ハラスメントに関する規程を制定し、教員及び事務職員の倫理意識の更なる向上

に努力する。 

・研究不正及び研究費使用不正の防止を図る研究倫理に関する規程については、研究支援

センター運営委員会等の関係する委員会で制定を検討していく。 

 

１１－２．学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 
（１） 事実の説明（現状） 
《１１－２の視点》 

１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。 

・本学は、労働災害及び安全衛生の危機管理のため、学長を委員長とする「大同工業大学

安全衛生委員会」があり、機能している。更に、その下部組織に「防火管理委員会」及

び「地震対策委員会」があり、火災・自然災害に対する危機管理を担っている。 

・火災・自然災害の対応方法を定めた「自衛消防隊マニュアル」を、人事異動等による責

任者や担当者の変更を毎年更新し、緊急時に備えている。 

・「自衛消防隊マニュアル」には、自然災害時における学生の安否確認のための「学生緊

急連絡網」及び教員・事務職員の「職員緊急連絡網」を整備し、緊急時に備えている。 

・新入学生には、入学時に「安全の手引き」を配布し、それを基に安全指導を実施してい

る。在学生については、毎年度「安全ガイダンス」を実施し、各学科長が安全衛生に関

する心構え及び緊急時の対応を説明している。 

・各校舎の建物毎に入退館システムによる警備体制を敷き、休日等には校舎等の建物に許

可を受けた者しか入れない仕組みになっている。 

・平成１９年には、社会的にも関心の高いＡＥＤ（自動対外式除細動器）を設置し、学内

関係者に対して、ＡＥＤ使用に関する講習会を開催し、突発事態に対処出来る体制を整

えている。 

・平成１６年に設置した深井水設備は、一日当たり１００㎥の能力を持ち、定期的に水質

検査を行っているので、自然災害時に水道・ガス等のライフラインが切れても電気が復

旧すれば、地域住民の避難場所として、飲料水確保が可能となる。 

 

（２） １１－２の自己評価 
・労働災害及び安全衛生の危機に関する管理体制は、整備されている。 

 

（３） １１－２の改善・向上方策（将来計画） 
・事故及び災害等不測の事態に備えるには充分過ぎることはないとの認識で、更なる取り

組みが必要である。 
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１１－３．大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備され

ていること。 
（１） 事実の説明（現状） 
《１１－３の視点》 

１１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備さ

れているか。 

・本学の教育研究成果は、「大学案内」等の各種印刷物、ホームページ及び大学紹介ＤＶ

Ｄ等のツールを利用して、学内外に広報している。また、各センター運営委員会等で、

公正かつ適切な広報活動に心がけている。 

・学内紙「大同工大キャンパス（ＤＡＩＤＯ ＣＡＭＰＵＳ）」は、エクステンションセ

ンター運営委員会により編集され、最新の教育・研究活動の成果などを掲載し、年４回

程度発刊し、教員、事務職員、学生、父母及び同窓生に配布している。また、ホームペ

ージに掲載し学外からも閲覧でき、情報の公開をしている。 

・教員の研究業績・研究成果については、研究支援センターがデータベース化を行ってお

り、研究支援センター運営委員会が毎年度「大同工業大学紀要」を編集し、学内外に公

開している。 

・専任教員及び兼任教員の授業については、授業開発センターが研究授業と授業研究会の

内容をまとめた研究授業報告を「授業批評」として刊行し、学内に公開している。 

・学外の研究者との共同研究の活動状況や研究成果等については、産学連携共同研究セン

ターが「ＣＲＣニュース」を毎年発刊し、学内外に公開している。 

・毎年２月に開催される「卒業研究発表会」及び「大学院公聴会」は、学生の教育研究活

動の集大成と位置づけ、その成果を在学生、企業関係者等に公開している。 

・大学祭やオープンキャンパスでは、大学の施設を開放し、学生が取り組む研究活動の紹

介も行っている。 

 

（２） １１－３の自己評価 
・教育研究活動の現状及び成果の学内外への広報活動する体制は機能しており、最新の情

報が迅速に広報されている。 

・インターネット社会にあって、ホームページは大学広報の要であり、現状では機能して

いる。 

 
（３） １１－３の改善・向上方策（将来計画） 
・教育研究データベースの充実と各種情報手段により公開を更に推進する。 
・ホームページは、今後、社会のニーズに合わせて更なる内容の充実を図る必要がある。 
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［基準１１の自己評価］ 

・セクシュアル・ハラスメント及び個人情報保護に関しての学内管理規程等は整備され、

組織的には機能している。 

・安全に対する危機管理は、「安全衛生委員会」、「防火管理委員会」及び「地震対策委員

会」等で協議され実行に移されている。 

・アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに対する防止規程、研究活動に

伴う不正防止の規程が制定されていない。 

・教育研究活動の学内外への広報活動体制は機能しているが、ホームページによる広報の

内容充実は検討の余地がある。 

 

［基準１１の改善・向上方策（将来計画）］ 

・アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止規程を制定する。 

・研究不正防止及び研究費不正防止に関する研究倫理規程を制定する。 

・倫理管理及び危機管理は、規程・組織を整備しただけでは不充分であり、教員及び事務

職員に心から理解されるよう日常活動からのモラルアップに努めていく。 

・学内情報の共有化を図り、社会に対しても情報の質を高め発信することを努力していく。 

 


